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女性に対する暴力をなくす運動 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

上里町男女共同参画推進センター  ９月21 日(火）～25 日（土） 

上里町役場                ９月14 日（火）～17 日（金） 

◆１１月２５日「女性に対する暴力撤廃国際日」  ◆１１月１２日～２５日「女性に対する暴力をなくす運動週間」 

配偶者等からの暴力、性犯罪、ストーカー行為、売買春、人身取引やセクシャル・ハラスメント等、

女性に対する暴力は、女性の人権を侵害するものであり、決して許される行為ではありません。 

展示日程 

 

パープルリボン

は女性に対する

暴力根絶運動の

シンボルです 


